
平
成
二
十
八
年
一
月
十
八
日
提
出

質

問

第

五

六

号

元
首
相
補
佐
官
の
辺
野
古
の
海
の
砂
地
等
発
言
に
関
す
る
質
問
主
意
書

提

出

者

仲

里

利

信
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元
首
相
補
佐
官
の
辺
野
古
の
海
の
砂
地
等
発
言
に
関
す
る
質
問
主
意
書

一
月
四
日
付
け
の
沖
縄
県
の
地
元
紙
は
、
名
護
市
辺
野
古
の
新
基
地
建
設
を
め
ぐ
り
、
外
務
省
Ｏ
Ｂ
で
元
首
相
補
佐
官
の
岡

本
行
夫
氏
が
二
〇
一
〇
年
、
米
国
で
開
か
れ
た
在
米
日
本
大
使
館
と
日
米
の
シ
ン
ク
タ
ン
ク
の
共
催
に
よ
る
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
に

お
い
て
、
「
辺
野
古
（
の
海
）
は
砂
地
だ
け
。
サ
ン
ゴ
礁
も
、
生
物
も
い
な
い
」
と
発
言
し
、
ジ
ュ
ゴ
ン
に
つ
い
て
も
「
沖
縄

本
島
全
体
を
周
回
し
、
た
ま
に
辺
野
古
に
立
ち
寄
る
」
と
報
告
し
た
こ
と
を
報
道
し
た
。

岡
本
氏
は
、
外
務
省
北
米
局
第
一
課
長
（
一
九
八
八
年
〜
一
九
九
一
年
一
月
）
、
内
閣
総
理
大
臣
補
佐
官
沖
縄
担
当
（
一
九

九
六
年
十
一
月
〜
一
九
九
八
年
三
月
）
、
内
閣
総
理
大
臣
補
佐
官
イ
ラ
ク
担
当
（
二
〇
〇
三
年
四
月
〜
二
〇
〇
四
年
三
月
）
を

歴
任
し
て
い
る
こ
と
か
ら
す
れ
ば
、
今
回
の
発
言
は
、
政
府
官
僚
と
し
て
日
々
担
当
し
た
沖
縄
の
現
地
事
情
に
関
す
る
政
府
の

統
一
見
解
・
認
識
に
基
づ
い
た
知
見
で
あ
る
こ
と
は
覆
う
べ
く
も
な
い
。

と
こ
ろ
で
、
辺
野
古
の
海
に
つ
い
て
は
、
環
境
省
に
よ
る
「
ジ
ュ
ゴ
ン
と
藻
場
の
広
域
的
調
査
平
成
十
三
年－

十
七
年
度
結

果
概
要
」
（
二
〇
〇
六
年
）
や
、
沖
縄
防
衛
局
の
「
普
天
間
飛
行
場
代
替
施
設
建
設
事
業
に
係
る
環
境
影
響
評
価
書
」
（
二
〇

一
二
年
）
、
日
本
自
然
保
護
協
会
の
「
辺
野
古
緊
急
合
同
調
査
レ
ポ
ー
ト
（
速
報
）
」
（
二
〇
一
〇
年
）
等
い
ず
れ
の
調
査
に

お
い
て
も
、
種
別
、
数
な
ど
の
違
い
は
あ
っ
て
も
、
サ
ン
ゴ
礁
、
海
藻
藻
場
、
マ
ン
グ
ロ
ー
ブ
、
干
潟
、
泥
地
な
ど
、
多
様
な

一



生
態
系
で
構
成
さ
れ
た
生
物
多
様
性
豊
か
な
海
域
で
あ
る
こ
と
が
確
認
さ
れ
て
い
る
。

そ
こ
で
お
尋
ね
す
る
。

一

政
府
の
認
識
は
、
辺
野
古
の
海
は
「
多
様
な
生
態
系
で
構
成
さ
れ
た
生
物
多
様
性
豊
か
な
海
域
」
な
の
か
。
そ
れ
と
も
岡

本
氏
が
政
府
官
僚
時
の
知
見
に
基
づ
い
て
発
言
し
た
「
辺
野
古
（
の
海
）
は
砂
地
だ
け
。
サ
ン
ゴ
礁
も
、
生
物
も
い
な
い
」

な
の
か
。

二

同
様
に
、
ジ
ュ
ゴ
ン
の
回
遊
に
つ
い
て
も
、
右
に
例
示
し
た
調
査
結
果
で
は
「
辺
野
古
の
海
を
餌
場
と
し
て
利
用
し
て
い

る
」
こ
と
が
報
告
さ
れ
て
い
る
が
、
政
府
の
認
識
は
、
調
査
結
果
の
と
お
り
か
、
そ
れ
と
も
岡
本
氏
の
発
言
の
い
ず
れ
か
。

三

政
府
は
、
共
催
者
で
あ
る
こ
と
や
、
元
職
員
と
雖
も
現
職
時
の
知
見
に
基
づ
い
た
発
言
で
あ
る
こ
と
な
ど
に
鑑
み
、
岡
本

氏
の
発
言
を
不
適
切
な
発
言
と
し
て
、
公
式
に
そ
の
発
言
を
訂
正
す
る
と
と
も
に
、
米
国
の
市
民
や
自
然
保
護
関
係
者
、
政

府
関
係
者
に
説
明
を
行
う
べ
き
で
は
な
い
か
。

四

政
府
は
、
辺
野
古
の
海
の
自
然
環
境
に
関
し
て
、
今
後
、
科
学
的
な
調
査
結
果
に
基
づ
く
情
報
と
報
告
が
適
切
に
国
内
外

に
発
信
さ
れ
る
よ
う
万
全
の
措
置
を
講
じ
る
べ
き
で
は
な
い
か
。

右
質
問
す
る
。

二


